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Abstract 
Traditional East Asian medicines, Kampo included, are to be incorporated into International Classification 
of Diseases 11 (ICD-11) which will be released in 2015. 

To understand the significance of this plan, ICD itself needs to be understood. 
In this article, we describe ICD history, its significance and problems, and why the WHO became interested 
in traditional medicine. In the beginning, the ICD was only for classifying causes of mortality, and has since 

expanded to cover disease information according to the diverse needs of a changing society. And in Japan toｭ
day, it is widely used not only for death certificate and disease information, but also for research purposes. 
There are many problems with the ICD, however : e.g. it is not clinically convenient, and it lacks certain termi— 
no logy. Revision from IDC-10 to ICD-11 is now ongoing. It will be expanded and electronic. At the same 
time, plans are to have it broadly implemented in Asia by including traditional East Asian medicine. 
Key words : ICD, statistics information, death information, disease information, traditional medicine 

要旨

2015年に改訂される予定の ICD-ll に漢方医学を含む東アジア伝統医学を導入することが検言寸されている。この

ことがどのような意義があるのかを検証するために， ICD そのものの理解が必要である。本稿では ICD の歴史，意

義・問題点につき整理し，何故伝統医学を入れるに至ったかの背景について述べる。 ICD は 1900年から国際的に

使用されている分類でその内容も当初の死因のための分類から疾病分類の要素を加味し，さらに，保健サービス

を盛り込むなど，社会の変化に対応した分類となっている。現在のわが国での活用も，死亡統計，疾病統計など各

種統計調査にとどまらす，臨床研究等幅広いものとなり今後さらにその利用範囲は拡大するものと考えられる。

一方， ICD-10と医学用語の関係や臨床における疾病分類としての使い勝手など，様々な問題が山積している。ま

た，実際に使用している国が先進国を中心に限定されており人口の多い，アジア地域での統計が取れていない。

2015年の大改訂 (ICD-10から ICD-ll) では紙ベースから篭子データとするとともに東アジア伝統医学分類

を盛り込むことでアジア地域への ICD の普及促進を図る。

キーワード： ICD, 統計情報死因統計疾病統計伝統医学

はじめに

伝統医学の見直しの世界的潮流に対応して，国際

保健機関 (World Health Organization; WHO) も伝

統医学を重視する政策をとっている。その中で，世

界の保健統計の基盤となる国際疾病分類（interna­

tional classification of diseases ; ICD) に伝統医学の分

受付： 2009年11 月 6 日，受理： 2010年 7 月 11 日

類を取り入れようという動きがある。 2009年 5 月に

は香港で，世界中の伝統医学を集めて， ICD に盛り

込んでいく計画についての会議があった。その中で

も東アジア伝統医学は WHO 西太平洋地域事務局に

おける準備もあり， ICD-11に入る可能性が高いと

判断され， 2010年はそれに向けての本格的な会議が
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始まる。

我々は日常診療で漢方薬を用いる際に，適応とす

べき病名，症状の選択に苦労を覚えることが少なく

ない。その理由は， ICD の中に伝統医学的基準が含

まれていないからである。

1900年来の西洋医学一本の世界保健の仕組みの中

に伝統医学が入ることは，実現すればまさしく歴史

的なことなのである。

l. 国際疾病分類とは

1 -1 国際疾病分類（ICD)

ICD とは，現在正式な名称を「疾病及び関連保健

問題の国際統計分類： International Statistical Classifiｭ

cation of Diseases and Related Health Problems」 と表

し，異なる国や地域から，異なる時点で集計された

疾病，傷害及び死因の統計を国際比較するために，

世界保健機関憲章に基づき， WHO が作成した分類

を指すね

統計情報を集める上で重要なことは，一定のルー

ルと基準が示されていることである。実際に， ICD

は多くの原則と）レールが定められ，時系列の比較や

国際比較が可能となり，一般疫学全般や健康管理の

ための標準的な国際分類となっている。

この分類は，明治33年(1900) 年に国際統計協会

により，人口動態統計の国際分類として制定されて

以来， WHO が引き継ぎ，医学の進歩や社会の変化

に伴いほぼ10年ごとに修正が行われてきた。これま

でわが国で使用されていた分類は，平成 2 (1990) 

年に WHO 総会で採択された第10回修正の ICD-10

だったが，平成18(2006) 年 1 月から， ICD-10 (2003 

年版）準拠を使用している。

わが国において ICD は，「統計法」（昭和22年法

律第18号）第 3 条第 2 項及び第 8 条第 2 項の規定に

基づいて制定された「統計調査に用いる産業分類な

らびに疾病，傷害及び死因分類を定める政令」（昭

和26年政令第127号）に基づく「統計調査に用いる

産業分類ならびに疾病，傷害及び死因分類を定める

政令第 3 条の規定に基づく分類の名称及び死因の統

計分類」として定められており，疾病統計及び死因

統計など国が統計調査の結果を疾病，傷害及び死因
別に表示する場合には，この ICD に依ることが指

示されている。

1 -2 ICD の構成

ICD は，アルファベットと数字によって表される

表 1

I 協カセンター | 
オーストラリア II国立保健福祉研究所 I 

1 中国 II北京ユニオン医科大学病院 I 
Iオランダ II国立公衆衛生環境研究所
Iフランス 国立衛生・医学調査研究所

Iドイツ II医療情報局
Iイタリア II衛生局
1北欧 IIウプサラ大学病院社会医学部
Iブラジル IIサンパウロ大学公衆衛生学教室I
Iロシア IIセマスコ科学調査研究所 I 
1英国 II英国統計局 I 
1米国 II公衆衛生予防部 I 
Iベネゼエラ II国立疾病分類センター | 
| 協カセンター設置予定 | 
1 日本
隣国
|ナイジェリア
1南アフリカ
Iスペイン
Iメキシコ
Iタイ

分類項目から構成されており，その分類項目数は，

約14000である 2)。なお，分類項目は， 3 桁分類（ア

ルファベット 1 文字十数字 2 文字）とより詳細な 4

桁分類（アルファベット 1 文字十数字 3 文字）から

成る。例えば，新生物（第 II 章）は COO-C75でコー

ドされているが，さらに胃の悪性新生物では， 3 桁

分類で Cl6 となり，さらに部位が噴門であった場合

は 4 桁分類で Cl6.0 と表記する。

ICD はこのコードを用いて，疾病など健康に関す

る問題を分類している。このコードを使用すれば，

同じルールに従った分類を使うので，病院間，施設

間のデータ比較や，各国語がわからなくても国際比

較ができる。例えば，「百日咳」は英語では「Whoop­

ing cough」であり，フランス語では「La coqueluche」

であるが ICD-10ではどれも A37 というコードで共

通である。

このように， ICD-10 とは統計分類であり医学用

語集とは異なる。 ICD-10は，医学的に同様として

差し支えない病態に対して，同じコードを与える。

例えば，急性膵炎であれ，出血性急性膵炎であれ
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表 2 WHO-FIC ネットワーク組織

I WHO本部 I 

—7 WHO-FIC ネットワーク i 
| 
l 

I 諮問委員会 WHO 協カセンター I

| 

委員会

• 国際分類ファミリー拡張委員会
(Family Development Committee)(FDC) 

•普及委員会
(Implementation Committee)(IC) 

•教育委員会
(Education Committee)(EC) 

•分類改正委員会
(Updating and Revision Committee)(URC) 

•電子媒体委員会
(Electronic Tools Committee)(ETC) 

改訂運営委員会
(Revision Steering Committee) 

分類改正改訂委員会の下部組織で
改訂の実際について検討する

K85 としてコードされる。これら 2 つの病態は同じ

グ）レープにいれても医学的に問題なく， 2 つを分け

ることによる統計学的利点が少ないと判断されるか

らである。ここが病名集とは違う点であり，なるべ

く少ないコード数に集約する事によって，後のデー

タ管理処理解析が可能かつ，容易になるという

大きな利点がある。

ICD による分類とは，病気，けが，患者の状態，

医療行為などの 1 つ 1 つを，体系的な基準に従って，

それが所属する分類項目に振り分けることである。

これをコーデイングと呼ぶ。

1 -3 世界保健機関国際分類ファミリー (WHO­
Family of International Classification ; WHO-FIC) 

ICD を中心とした国際分類の一連の集まりを

WHO の本部だけでは維持・管理が非常に厳しいの

で， 2001年からは世界各国から協カセンターを募る

形にしており，その協カセンターからネットワーク

を構成して WHO-FIC を形成している。 WHO-FIC

ネットワークは， WHO と協カセンターの年次会議

により，管理，運営される。大きな案件についての

I 
| 

ワーキング・グループ

•死因分類改正グループ
(Mortality Reference Group)(MRG) 
分類改正改訂委員会の下部組織

•疾病分類グループ
(Morbidity Reference Group)(MbRG) 

•生活機能分類グループ
(Functioning and Disability Reference 
Group)(FDRG) 

• ターミノロジーグループ
(Terminology Reference Group)(TRG) 

アジア・太平洋ネットワーク I 
(Asia-Pacific Network) 

決定は， WHO 本部の承認が必要である”。

現在協カセンターは10あり，センターとしての申

請を行っているのは，韓国，日本など 7 カ国である

（表 l) 4)。日本は協カセンター登録の申請を行った

ことで，協カセンター申請中という立場で ICD の

改正，改訂に際しての投票権を有する。

WHO は，各国の幅広い知識情報を得るととも

に，各国の相互扶助を図ることを求めていることか

ら，その地域に協カセンターがないなどの理由によ

り協カセンターとの連携が確立していない国であっ

ても， WHO-FIC ネットワークに参加し，支援を得

ることが可能である。

このネットワークは基本的には委員会単位での活

動ということになっており，各種分類に対して普及

に努める普及委員会，その分類の中身をアップデー

トとか改訂をしていく分類改正委員会，コードある

いはもろもろのコーデイングルー）レ等に関する教育

を行う教育委員会， IT に対応した活動を行う電子

媒体委員会，さらに国際分類ファミリー自体の拡大，

あるいはある分類をこのファミリーに加えるか否か

19 
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関連分類
●プライマリーケアに対する

中心分類 派生分類
・国際疾病分類腫痒学3版

(ICD-0-3) 国際分類 (ICPC) 

・外因に対する国際分類 □□□ ●ICD-10精神及び行動障害
の分類(ICECI) 

・解剖・治癒の見地から見た
化学物質分類システム

(ATCC) 

・即害者に対する補助機能の
分類及び用語1

(IS09999) 

・国際行護分類

・国際疾病分類歯科学及び
口腔外科学への適応3版

(I CD-10-DA) 

• ICD 10神経疾患への適応
(I CD-1 0-NA) 

●国際生活機能分類一児童版
(ICF-CY) 

図 1 世界保健機関国際分類ファミリー (WHO-FIC)

といったような検討を活発に行う国際分類ファミ

リー拡張委員会等があった。

ICD はもともと死因統計だけであったが，疾病統

計にも波及し，疾病だけでなく，生活機能をもカバー

するような分類ができている。このような活動の広

がりから委員会のみの活動では追いつかず，疾病と

は異なる死因に特化した死因分類改正グループと疾

病分類グループがそれぞれ活動しており，それに国

際生活機能分類 (International Classification of Funeｭ

tioning ; ICF) を扱う生活機能分類グループ，用語

を扱うターミノロジーグループがあり WHO-FIC 

ネットワークは， 5 つの委員会と 4 つのグ）レープに

よって運営されていた。 2006年 WHO-FIC ネット

ワークチュニス会議より，この組織を束ねている諮

問委員会が加わり， 6 つの委員会と 4 つのグループ

という構成となった（表 2) 。

これらのメンバーが毎年 1 度集まる WHO-FIC の

年次総会は，毎年秋に行われており，そこでいろい

ろな WHO-FIC の全体の意思決定が行われる構成に

なっている。 2005年は東京5) で， 2006年はチュニジ

アの首都チュニスG), 2007年はイタリアのトリエス

テ”,2008年はインドのデリー‘I), 2009年は韓国のソ

ウル8)で行われた。

もう一つ新しい活動は， ICD のアジアでの普及を

目指すアジア・太平洋ネットワークができたことで

ある。 2006年のチュニスでの WHO-FIC 会議で第 1

回会合が行われ，第 2 回は2007年に京都で，第 3 回

は2008年にデリーにおいて行われた。本会議体は，

日本が議長を務めており，アジア・太平洋ネット

ワークと ICD の普及・教育を目指している。

1 -4 WHO-FIC の扱う分類（図 l)

WHO-FIC の扱う国際分類の中で，その中心とな

るのは国際疾病分類（ICD), 国際生活機能分類

(ICF) である。この国際生活機能分類というのは，

もともと国際障害分類(international classification of 

impairment, disability, handicap; ICIDH) という ICD

の補助分類であったものが独立して 1 つの分類と

なった。この 2 つが今， WHO の中心分類として中

核をなしており，医療行為の分類（internationalclasｭ

sification of health intervention ; 1cm) は現在開発中

である。

中心分類について，その一部をさらに詳細に分類

したものが派生分類である。これは基本的には ICD

をベースに特に「新生物」の局在（部位）に形態の

分類を加えて，例えばがん登録や病理診断等に適用

できるような分類として発展させたものである。

一方，関連分類というのは WHO 自体が開発した

ものではなく，他の国際機関が開発をしているもの

である。内容は WHO の中心分類とある程度親和性

があり，直接はリンクしていないが，関連性が深い

ということで，このファミリーの一員として加えて

いる。 WHO はそれぞれの分類の開発•発展ととも

に，これらのファミリー全体を統合的に管理しなが

ら維持していくように取り組んでいるところである。

2008年の WHO-FIC 会議で新たに国際看護分類が

関連分類に加わった匁

1 -5 死因統計

ICD の大きな目的の一つは死因統計作成である。
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表 3

第 1 章 感染症及び寄生虫症 (AOO-B99)

第 2 章 新生物 (COO-D48)

第 3 章 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (D50-D89)

第 4 章 内分泌、栄養及び代謝疾患 (EOO-E90)

第 5 章 精神及び行動の障害 (FOO-F99)

第 6 章 神経系の疾患 (GOO-G99)

第 7 章 眼及び付属器の疾患 (HOO-H59)

第 8 章 耳及び乳様突起の疾患 (H60-H95)

第 9 章 循環器系の疾患 (I00-199)

第 10 章 呼吸器系の疾患(JOO-J99)

第 1 1 章消化器系の疾患 (KOO-K93)

第 1 2 章皮膚及び皮下組織の疾患 (LOO-L99)

第 1 3 章筋骨格系及び結合組織の疾患 (MOO-M99)

第 1 4 章 腎尿路生殖器系の疾患 (NOO-N99)

第 1 5 章妊娠、分娩及び産じょくく褥＞（000-099)

第 1 6 章周産期に発生した病態 (POO-P96)

第 1 7 章先天奇形、変形及び染色体異常(QOO-Q99)

第 1 8 章 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (ROO-

R99) 

第 19 章 損傷、中毒及びその他の外因の影響 (SOO-T98)

第 20 章傷病及び死亡の外因 (V01-Y98)

第 2 1 章 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 (Z00-299)

第 22 章特殊目的用コード

人口動態統計における死亡統計では，明治32

(1889) 年から死因統計を作成している。死亡原因

は，国民の健康に直結する極めて重要な問題である

ことから，その原因を正しく把握し集計することは

とりわけ重要である。そのためには，統一された基

準でデータを収集し分類することが必要であること

から，人口動態における死亡統計では，死亡診断書

（死体検案書）の記載に基づき，国で ICD 分類を

用いて WHO によって統一された方法による「原死

因 (Underlying cause of death) 」の選択を行い，決定

する。原死因という考え方は，「公衆衛生活動の目

的はその活動によって原因を防止する」という理念

から， WHO で定義したものである。死因統計に用

いる死因は，上述の原死因を使用している凡

医師が死亡診断書を作成する場合，直接死因，そ

の原因，またその原因，と記載し，それを遺族が市

町村に届け出る。市町村は戸籍処理を行った上で，

死亡診断書の内容を厚生労働省人口動態·保健統計

課に届ける。一人の死に対して，原死因は一つ同定

される。

1 -6 ICD-10の分類の構成（基本分類表）

現行の ICD-10は， 22の章から構成されている（表

3) 。それぞれの章は， 3 桁分類と，さらに詳細な

4 桁分類によって構成されている。 3 桁分類項目は，

約2000, 4 桁分類項目は，約12000である。

ICD を用いて分類を行うために， WHO より， 3 

21 



22 日東医誌 Kampa Med Vol.62 No.I, 2011 

巻からなる分類提要，「総論」，「内容例示」，「索引」

が発刊されている叫病院等でコーダーが実際に ICD

を用いて傷病名等を分類（コーデイング）しデータ

ベース化する際には，まず，分類を行うルールを「総

論」で把握した上で，どの分類項目が該当するか「索

引」で調べ，分類項目に含まれる（あるいは除かれ

る）具体的な傷病名等を確認し，分類項目のコード

を決定するという手順となる。 ICD の分類を用いた

質の高い統計データを得るためには，記載された傷

病名等を ICD に適格に分類する医師又はコーダー

の育成だけでなく，分類の対象となる傷病名等を医

療従事者側が適切に記載することが必要である。

1 -7 改訂と一部修正

ICD は， 1900年に第 1 回を導入して以来，医学の

進展に伴う定期的な改訂の必要が認められ，第 9 回

改訂版である ICD- 9 に至るまではほぼ10年ごとに

改訂が行われてきた。しかし，めざましい医学の進

歩，医療技術の進歩により，第10回の改訂版である

ICD-10にはほぼ15年の期間を要した。

WHO は 1990年の ICD-10の勧告後，新しい疾病，

臨床知識の変化，医学用語の変化，分類表の一層の

明確化等に対応するため， 1997年以来， ICD-10の

一部修正（アップデート）を加え各国での適用を勧

告している。

2. IC□ の歴史

2 -1 ICD 成立前

ICD の歴史1) は死因分類から始まっている。それ

までは死因分類が国によって様々であり，国際比較

の統計が取れなかった。 1853年にブリュッセルで開

催された第一回国際統計会議において統一した分類

の必要性が強く認識され， William F叩および Marc

d'Espine に，国際的に適用できる死因の分類を準備

するように要請した。 1855年にパリで開かれた次の

会議において Fan· および d'Espine は，全く異なる

原則に基づいた二つの別々のリストを提出した。

F皿の分類は流行病，全身性疾患，解剖学的部位別

の局所疾患，発育疾患，及び暴力の直接結果による

疾病の五つの群に分かれて作られていた。 d'Espine

は疾病をそれらの性質によって分類した。会議は，

139項目からなる妥協的リストを採用した。 1864年

には，この死因分類はパリで FaT のモデルに基づ

いて改訂され，引き続き 1874年， 1880年及び1886年

にさらに改訂された。この分類は決して国際的に受

け入れられたものではなかったが，死因の国際的リ

ストの基礎として残った。

国際統計会議の後身でもある国際統計協会は，

1891年のウィーンでの会議において，パリ市統計部

長の Bertillon を委員長とする委員会を設け，この

委員会に死因分類の作成を委託した。同委員会の報

告書は1893年にシカゴで開催された国際統計協会の

会議へ Bertillion によって提出され，採択された。

これは，パリ市で使用されていた死因分類を基本に

したものであり，イギリス， ドイツ及びフランスで

用いられていた分類を統合化して取り入れ， 1885年

に改訂されたものであった。またこの分類は Farr

によって採用された分類原則を基本としていた。

「死因の Bertillion 分類」と呼ばれたこの分類は，

一般的に受け入れられ，多くの都市と同様に数力国

で採用された。 1898年にはアメリカ公衆衛生協会は，

カナダのオタワで開かれた同協会の会議でカナダ，

メキシコ及びアメリカ合衆国の死亡登録担当部局に

対して，この分類を採用するよう勧告し，さらに，

これは10年ごとに改訂されるべきであると提唱した。

2 -2 ICD の成立

1900年 8 月パリでフランス政府の提唱によりこの

国際死因リストの改訂に関する第一回国際会議が開

催され， 26カ国の代表が出席した。この会議では10

年周期の改訂が望ましいことが確認されるとともに，

次回の改訂会議を 1910年に招集するようフランス政

府に要請する決議がなされた。第 2 回の会議は1909

年に開催され，これに引き続いて， 1920年， 1929

年， 1938年の各年にフランス政府により会議が招集

された。

一方で， ドイツ保健局医療統計サービス部門の長

で，統計専門家委員会のメンバーであった E.Rosel

が，国際死因リスト項目の拡張に関する論文を著し，

国際保健機関により 1928年に出版公表された。この

ようなフランス， ドイツの両組織の分類に関する活

動を調整するため，国際統計協会及び国際連盟保健

機関からそれぞれ同数の代表で組織する「合同委員

会」と称された国際委員会が創設された。国際死因

リストの第 4 回(1929年）及び第 5 回改訂案 (1938

年）は，この国際委員会により作成された。

2-3 国際連合下での ICD の活動

1948年，第一回世界保健総会は，第 6 回改訂会議

の勧告を支持し，改訂会議の勧告に従って作成され
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た世界保健規則 NO.lを採択した。分類項目の内容

を定義する包含疾病の内容例示表を含む国際分類は，

死亡診断書の様式，分類のための）レー）レ，及び特定

製表用リストとともに， ICD に編入された。これは

2 巻からなっており，第 2 巻が適切な分類項目に

コードされた診断用語の索引になっていた。第 6 回

改訂会議は，国際人口動態及び保健統計の分野に，

新しい時代の始まりを示した。疾病と死因の両方か

らなる包括的なリス・ト及び原死因を選択するための
国際ルールの承認に加えて，会議は人口動態及び保

健統計の分野における国際協力の包括的な計画を採

用することを勧告したのである。この計画における

大切な項目は，各国政府が，人口動態及び保健統計

について，国内の統計活動を調整し，世界保健機関

との中継ぎをする国内委員会を設立するという勧告

である。さらに，このような国内委員会は単独でも

国内の他の委員会との合同委員会であっても認めら

れ，公衆衛生的重要性の統計的問題点を研究し，そ

れらの調査結果を世界保健機関が利用できるように

することを期待されていた。

国際疾病分類の第 7 回改訂会議は，世界保健機関

の主催で， 1955年 2 月にパリで開催された。世界保

健機関保健統計専門委員会の勧告に従って，主要部

分の変更及び誤りや矛盾の修正のみに限られた。

世界保健機関によって召集された第 8 回改訂会議

は，ジュネーブで1965年 7 月 6 日から 12 日まで召集

された。第 7 回改訂よりも抜本的なものとなったが，

分類の基本構造と，疾病分類の一般原理，すなわち，

個別の症状発現よりも病院学に可能なかぎり従うと

いう疾病分類の一般原理は変更されずに残された。

ICD の第 7 回及び第 8 回改訂が効力のあった間は，

ICD が死因統計のみならず，病院の診療記録に急速

に使われ始め，いくつかの国では， ICD の適用に必

要とされる付加的疾病分類の詳細部分を加えた国内

版を作った。

2 -4 第 9 回改訂 ICD

第 9 回改訂国際疾病分類国際会議は，世界保健機

関によって主催され， 1975年 9 月 30 日から 10月 6 日

までジュネーブで行われた。

医学的ケアを指向した統計や索引の作成を希望す

る利用者の利便のために，第 9 回改訂には，基礎的

全身疾患の情報及び特定の臓器や部位の症状発現の

情報の両方を含む診断的記述を分類する任意的選択

方法が加えられた。この方法は，剣印及び星印シス

テムとして知られるようになり，第10回改訂でも維

持されている。色々な状況で使えるように融通性を

増すため，その他，多くの技術的革新が，第 9 回改

訂には含まれていた。

第 9 回改訂会議の前でさえも， WHO は第10回改

訂に対する準備を進めていた。 ICD の利用が大幅に

拡大してきたので， ICD の構造全体を再考し，将来

数十年間は基本的な部分で改訂の必要がないような，

安定して柔軟な分類を作り出す努力が必要であるこ

とが認識された。疾病分類 WHO 協カセンターは，

ICD-10についての代替モデルの研究が要求された。

これまで確立してきた10年毎の改訂は，あまりに

短すぎるということも明らかになってきた。改訂過

程の作業は， ICD の現行の版全体が評価されるため

に必要な期間を経ずに改訂作業を開始しなければな

らなかった。このことは，主に，非常に多くの国々

及び機関に相談する必要があり，その過程が非常に

長い期間を必要とするからである。それゆえ， WHO

の事務局長は，はじめは1985年に予定されていた第

10回改言丁会議を 1989年まで延期し，第10回改訂の導

入を 1989年に遅らせることを加盟国に通知し，同意

を得た。このことによって， ICD の構造の代替モデ

ルについての実験ができるようになり，また，たと

えばいくつかの WHO 地域事務局により開かれる会

議及び本部により行われる調査を通じてなされる

ICD-9 の評価に対して，時間をかける余裕が生ま

れた。

このように第10回改訂までの歴史を振り返ると，

初期の分類では，ただ死因のみが取り扱われていた

が， 1948年の第 6 回改訂において，死に至らない疾

病が含められるよう拡張された。この拡張は，幅広

い様々な組織の統計的ニーズにこたえるための技術

革新を伴い，第 9 回改訂まで続けられた。加えて，

1975年にジュネーブで開催された第 9 回改訂国際会

議において，補助分類である「医療行為」ならびに

「機能障害，能力低下及び社会的不利」に対する分

類（ICF) の試案の公表についての勧告がなされ，

承認された。

2-5 第10回改訂 ICD

第10回改訂 ICD 国際会議はジュネーブの WHO

本部で， 1989年 9 月 26 日から 10月 2 日にかけて開催

された。会議には下記の43加盟国の代表が出席し
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た；アメリカ，アラブ首長国連邦，アンゴラ，イギ

リス，イスラエル，インド，インドネシア，ベネズ

エラ，ウガンダ，オーストリア，オランダ，カナダ，

韓国，キプロス，キューバ，クウェート，シンガポー

ル，スイス，スウェーデン，スペイン，セネガル，

ソビエト，タイ，中国，デンマーク，西ドイツ，ニ

ジェール，日本，バハマ，ハンガリー，東ドイツ，

フィンランド，ブラジル，フランス，ブルガリア，

ブルンジ，ベルギー，ポルトガル，マダガスカル，

マリ，マルタ，モザンビーク，）レクセンブルク。

国連，国際労働機関 (ILO) 及び各 WHO 地域事

務局は同会議に代表者を送り，また国際医学機関会

議ならびに癌登録，疫学，家庭医療，産婦人科学，

高血圧，保健登録，予防社会医学，神経科学，精神

医学，リハビリテーションおよび性的伝搬性疾患に

関係する 12の非政府組織が代表者を送った。

第10回改訂勧告における主な新機軸は 4 桁レベル

において 1 桁目をアルファベットとして，その後に

3 桁の数字を使用した分類コードを採用したことで

ある。これは第 9 回改訂との比較において，コーデ

ィング枠が倍以上に増加し，大多数の章に独自の文

字または文字グ）レープを指定することができ，それ

ぞれの章には 3 桁分類を与えられるという利点があ

る。利用可能な26文字のうち25文字が使用され，

「U」の文字は将来の追加または変更のための空白

として，また改訂年次間において国内または国際レ

ベルで生じる問題を解消するための暫定分類として

使用できるように残された。

また，新しい構成をもってしても，一つの分類で

は必要のすべてを満たすことができないことは明白

である。従って，分類の「ファミリー」という概念

が作られた。これは，死亡・疾病統計のためのニー

ズの中心基盤をカバーする ICD 分類の本体を中心

核に持っており，一方，より詳細な分類，より大ま

かな分類，または異なった分類及び関連する事項に

対するニーズは，ファミリーの他の構成メンバーに

より取り扱われる。

3. 疾病統計としての IC□

3 -1 ICD の疾病統計への応用

このように ICD は死因統計として始まり，疾病

統計のために十分使える分類が求められていたが，

第 6 回改訂国際会議から疾病及び死亡の両方の笠括

的なリストが承認され，疾病統計としても本分類が

活用されることが提唱された。その後第10回改訂国

際会議では，視野を拡大し死亡だけでなく，疾病と

して必要な分類を多く加え，さらに予防や検診など

も含めた関連保健問題も扱うことが提唱された。そ

して，その目論見は診断群分類 (DiagnosisProcedure 

Combination; DPC), 診断別関連群 (Diagnosisrelated 

group; DRG) を用いた医療改革により現実的に大

きなニーズとなってきた10)11)。現在，米国やわが国

における診療報酬体系が大きく変わろうとしている。

わが国では平成15年 4 月に特定機能病院から「DPC

による包括払い制度」の適用が始まり，基幹病院に

順次広がってきた。これは，全く新しい支払い方式

であり，この分類ごとに診療報酬を定額にしたもの

である。つまり，病名によって支払われる診療報酬

が決定され，いわゆる出来醐制医療保険における診

療行為ごとの出来高払いでなく，一連の診療行為を

ひとくくりにしてまとめて支払う方式のことをいう。

医療政策の目的は質の高い医療サービスを国民に

提供する体制を整備することである。従って，医療

制度改革についての議論の前提として，医療の質を

評価するための情報が必要となる。ただし，医療に

ついての絶対的な評価は困難であることから，相対

的な評価がその中心となる。相対的な評価をするた

めには共通のベースが必要であり，その一つが DPC

である。 DPC という標準的な単位を用いることで

DPC 導入施設間の比較が可能になったことが， DPC

導入の最も重要なポイントであり，病院におけるマ

ネジメントの改革につながると期待されている。

3 -2 DPC と ICD

DPC コーデイングの基本は，傷病名を ICD-10

のコードで，手術に関しては診療報酬上のコニドで

定義するというものである。包括評価という支払い

制度の中で， ICD-10が使われるようになったこと

が従来との大きな違いである。現場の医師が使う臨

床病名になると同じ病態でも医師によって神経症，

ノイローゼ，自律神経失調症，不安障害など，さま

ざまな病名になる。そのため現在，日本で使われて

いる臨床病名の総数は 3 万ほどであるといわれてい

る。おおよそ同じ病気，同じ病態であっても医師の

使い勝手で臨床病名が選択されて診断書に記載され

ていた。そのため，データとしての比較が困難であ

る。しかし，国際的な傷病統計の基準となっている

現在の国際疾病分類である ICD-10を用いると，異
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なった病院間などでデータの比較が容易になるほか，

国際間でのデータの比較までできるようになる。そ

ういった意味で DPC に ICD-10が使われていると

いうことはとても画期的なこととなる。

もともと ICD は死因統計をとるために作られた

ものであるが，国際間の死因統計の比較のみならず，

今の時代の流れでは DPC における病名分類にも用

いることで，病院間や国際間での医療の質や医療経

済の統計比較まで可能となる。 ICD はもはや様々な

方面で活用されるようになってきているのである。

4. IC□ の問題及び今後の課題

4 -1 ICD の改訂サイクルの問題

ICD を今後も維持，発展していくためにはいくつ

かの問題点があり，最近大きくクローズアップされ

てきている。

まずはじめに改訂のサイクルの問題がある。 ICD

が国際分類として死因・疾病の統計を取り続けるた

めには，随時新しいものに更新される必要がある。

例えば， SARS のような新しい病気が流行ったとき

に ICD-10に SARS が記載されていないと， DPC

制度下では保険適用もできないし，統計も取ること

ができない。

部分的な修正はされているものの全般的には10年

ごとの改訂である。もちろん，これではあまりにも

修正頻度としては低く，時代の流れについていけな

くなってしまう。ましてや ICD-10からは既に20年

経ているが，未だ改訂がなされていない。逆に統計

の連続性の維持の問題を考えると改訂ばかりしてい

ては連続した統計が取れない恐れもある。

WHO-FIC 協カセンターは，保健関連分類の開発

及び使用，とりわけ ICD の使用に関して発生する

さまざまな問題を抱える国々を支援するために設け

られてきた。

ICD では適切な分類ができないような新しい疾病

が頻栄に発生する場合に，今まで ICD は次期改訂

まで修正されてこなかったが，必要な場合には，新

しい疾病に対して適切なコードの設定ができるよう

な機構が，センターを通じて導入されるよう提案さ

れている。

公式の WHO-FIC 協カセンターに加えて，数多く

の国内関連センターがあり，個人のユーザーでも，

直面する問題がある場合には，最初にこれらのセン

ターまたは適当な各国の機関を通じて WHO に提言

することが可能である。わが国においては社会保障

審議会統計分科会・疾病，傷害及び死因分類専門委

員会がその任を担っている 12) 。

4-2 臨床面での評価の問題

現行分類では臨床面での評価が不十分なコードも

多く，臨床に則したより詳細な分類が必要であると

いう意見も DPC による包括評価導入直後から出て

いる。実際，現場の医者からは，例えば骨折ひとつ

を取り上げてみても，骨折非観血的整復術，骨折経

皮的鋼線剌入固定術，骨折観血的手術の 3 つがあり，

そのおのおのに部位別点数が設定されている。そう

したシステムに慣れている我々の目から見れば，死

因統計分類から始まった ICD という病名分類は，

現在 VERSIONlOまで改訂されたとはいえ，いかに

も粗っぽく，現場から該当する ICD-10コードが無

いといった声がしばしばあがってくる。 ICD-10 と

臨床現場の分類があわない他の例として，例えば心

不全などだと，右心不全，左心不全の分類はあるけ

れども，急性心不全と慢性心不全の分類がないこと

などがある。このように現行 ICD-10にはいろいろ

と現場に合わない点が多く，実際の運用上問題があ

る。

4 -3 IT 化への対応の遅れ

電子カルテで病名を入力しても，そのまま統計処

理をするのは困難である。現状の ICD-10では，臨

床上は分類が粗過ぎて役に立たないため，分類自体

が必ずしも適切でない。現時点で，臨床研究，臨床

統計に役に立つコーデイングをしようとすれば，

ICD-10から離れざるを得ない，あるいは ICD-10

を大幅に臨床家の視点で拡張したものを用意せざる

を得ないと考えられる。また，包括医療制度を導入

している病院にとっては， ICD コードが DPC に直

結する仕組みになっているので，今の DPC が ICD

-10をベースとして使用される仕組みになっている

以上，臨床研究のコードとは別に， ICD-10コーデ

ィングをしなければならない。それを一つの ICD-

10でやろうとしていることに無理がある。標準病名

マスターに ICD-10コーデイングをするときに，

ICD-10 と全く一致していない場合も多々ある。

現在の標準病名集はこのようなジレンマの中で作

成されている。そのため，標準病名マスターは， ICD

-10のコードが確実であるというフラグが付いてい

る病名と， ICD-10のコードはふってあるけれども，

25 



26 日東医誌 Kampa Med Vol.62 No.I, 2011 

疑義があるというフラグが別に付いた病名があると

いう状況で現在リリースされている。臨床家にとっ

て妥当なコードを割り当てることが理想であるが，

一方で，保険局のレセプト電算マスターと医政局の

標準病名マスターを統合したものと ICD との連結

を強化する必要がある。

4-4 国情に合わせた独自の分類による問題

ICD-10そのものの問題については， ICD そのも

のは国際的にも死因，疾病統計の分類のためのコー

ドとしてつくられたもので，医療統計の専門家が集

まってつくったという色彩が強い。それが時を経て，

特にアメリカなど医療保険の箆括払いが導入され，

医療従事者の関いが一気に高まった。また，病院の

IT 化の推進により医療現場では，より細かい分類

の要求が高まっている。しかしこれはあくまでも先

進国の事情であって，開発途上国では，余り細かい

分類は不必要である。こうした分類の粒度に関して

も議論が必要である。

このような背景から臨床現場の利便性を考えると，

ICD を拡張した臨床統計分類が必要になる。拡張

コードに関しては，国際的にもいろいろな国でいろ

いろ議論がされており，アメリカなどでは臨床上は

ICD-9 の clin i cal modification (ICD-9CM) が使わ

れている。全く別の体系として SNOMED-CT (Sysｭ

tematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms) 

というコーデイング・システムも存在しており 13)'

医療現場では統一した統計が取りにくい。

ICD は WHO の分類で，医学統計を取るためにで

きたものである。そのために， WHO は， 100年以

上前からルールを決定し，なおかつ各国に対し唯一

の版権を許可するという形で現在まで来たわけであ

る。 ICD に関する決定は， WHO-FIC 協カセンター

長会議を通じ， WHO が認定するという形で行われ

ている。これまで述べてきたことはまさに各国が共

通に抱える問題である。しかしながら， ICD の根幹

が揺らいでしまっては DPC のような応用編もなく

なるということである。このことから考えると，今，

我々がすべきことは，とにかく，一番アップデート

されたものに対する我が国の適応の検討を行うとい

うことであろう。

4-5 インフォメーション・パラドックス

WHO が政策的に介入をしていきたい途上国や死

亡率の非常に高い国ほどその情報が上がってこない

という現状を， WHO は「インフォメーション・パ

ラドックス」と呼んでおり，そのギャップを埋める

ために努力をしていかなければいけないという柱を

立てている。

WHO の「インフォメーション・パラドックス」

は，途上国ばかりでなく国際的にも大きな問題に

なっているのだが， 日本国内において， ICD をいか

に普及啓発していくか。特に情報化が進んでいく過

程で，医師が病名を記し，それをコーダーが分類し

て電子化するなど，いろいろな処理をするに当たっ

て，それらすべてが正しく行われて，初めて有用な

データのセットになるわけである。最初のインプッ

トの段階で非常に誤っだ情報が入ってしまえば，い

かに大量の情報を処理するフレームワークができた

としても，情報の意味としては価値が低いものに

なってしまう。 ICD を利用しているのは世界でも先

進国と呼ばれる地域のみで，人口の多いアジア，ア

フリカではほとんど使われていないのが現状である。

4-6 伝統医学の取り込み

上記のような理由から WHO は伝統医学をも取り

込んでいこうという姿勢を見せている。もともと

WHO 西太平洋地域事務局において，日中韓を中心

とする東アジア伝統医学に対する標準化を図ってい

たが，この中に東アジア伝統医学分類（international

classification of traditional medicine/East Asia) 作成作

業も進行している。 2006年のチュニスの会議で初め

て WHO 西太平洋地域事務局の計画を披露し，国際

分類ファミリー拡張委員会での継続審議事項となっ

た。その後， 2007年のトリエステの会議において，

原則関連分類にするという同委員会の承認が得られ

た。

世界に存在する医療は西洋医学のみではないので，

伝統医学を盛り込んで行くことは世界保健機関とい

う名において取るべき選択の一つかと考えられる。

特に ICD-11 においては電子化されることが計面さ

れているため，広げることは可能である。

その一方で伝統医学には西洋医学的病理概念が欠

如しており，従来の ICD とどのように整合性を持

たせるかについては継続した議論が必要となる。

4-7 用語とのリンク

ICD は分類のみであり，用語とのリンクがないが，

現在， WHO は用語とのリンクの導入を積極的に考

えている。今後医療の分野においては急速に電子化，
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IT 化が進む。そういう電子保健記録システムのデー

タから専門的な用語等を抽出し，マッピングにより，

それを ICD, ICF, ICHI といったような分類基準に

従って分類できるように，用語と分類をリンクした

形で保健情報システムを構築しておくと，電子保健

記録のデータが国の保健業務，臨床的なこと，病院

等の管理運営業務，あるいは各種報告業務名など，

さまざまな目的に効率よく使用することが可能にな

るのではないかという提唱をしている。つまり， ICD

単独ではなく，保健情報システムの中にさまざまな

ものを組み入れ，それらが相互にリンクしながら発

展して，将来的には全体として非常に汎用性の高い

ものにしていく。そういう意識を持ちつつ， ICD を

改訂すべきと言うのが WHO 側の現在の考えである。

4-8 病気とはなにか？

ICD は，正式名称を「疾病，傷害及び関連保健問

題の国際統計分類」といい， ICD に載る時点でそれ

が疾病であると国際的に合意されたことになる。例

えば，性同一性障害は ICD- 9 から導入された。あ

るものを病気とみなすかみなさないかということが

国際的に認められているかどうかの入り口となるの

である。こうなってくると，わきがや禿頭，インボ

テンツなど，病気とするべきなのかどうか微妙なも

のでも ICD に記載されればそれは病気であると国

際的に認められたことになってしまう。こういう点

についても， ICD の議論の論点となっている。 ICD

の性質を考えると，遣伝情報の問題も病気とするか

しないか，また， HPV16は高確率で子宮頸がんを引

き起こすが，それに感染した人も全員病気としてし

まうのかなど，様々な問題が生じてくるのである。

遺伝情報の問題は医学や科学が急速に発展している

現代では重要な問題である。その遺伝子を持ってい

る時点で病気なのかどうかなどが定義されてしまう

と，結婚問題や保険会社にまつわる問題も生じてき

てしまうであろう。

ICD そのものが国際的に病気を定義する，という

重大な性質をもっている。 ICD の「disease」は何を

もって定義すべきかが問題となる。 ICD はもともと

統計的な面から分類として論理的に作られたもので

ある。 DPC などとの関連から目的 oriented として

ICD を改訂していこうとすると様々な問題も生じて

くるので注意する必要がある。

4-9 アジアにおける日本の役割

上記のように，日本は現在 ICD-10を多方面にわ

たり活用しており，今後の ICD-10の改訂でも主要

な役割を果たしている。 ICD 全体の 1/3 を占める

内科領域の改訂の議長を日本人が務めていることも

あり，わが国の存在感は以前に比し，格段に増して
いる。

WHO は途上国等における ICD の普及についても

力を入れているが，アジアは人口面から言っても大

きな標的である。 2006年にチュニジアにて行われた

WHO-FIC ネットワーク会議でも大きなテーマとし

て取り上げられた。中でもアジア各国の参加者が集

まった第 1 回アジアセッションでは，アジアにおけ

る ICD の普及に関する現状と課題，今後の方向性

等について議論が行われ，日本はその中心的役割を

果たした。例えば WHO の西太平洋事務局の管轄す

る37カ国のうち， WHO 西太平洋地域と言っている

が， ICD-10が普及したのは，オーストラリア，中

国，日本，ニュージーランド，パプアニューギニア，

韓国の 6 カ国だけで，残りの30カ国には普及してい

ない。しかも中国は実際の統計はほとんど上がって

こない状況にある。人口から言っても東南アジアで

の ICD の普及なくして国際比較の意味がないと

いっても過言ではない。

4 -10 わが国における ICD の普及

世界的シェアから考えて， ICD のアジアヘの普及

というのは重要であるが，わが国でもまだまだ ICD

に対する理解は十分とは言えない。例えば死亡診断

書の原死因の書き方や理解も，実際の退院サマリー

と比較するとかなり食い違いがあることが指摘され

ている。そのため， ICD- 9 から ICD-10に変更し

た時同時に死亡診断書の書き方が変わり，手引書

が作成された14)。正しい統計を取るためには，入力

の段階で質の担保がなされなければいくら精緻な解

析をしても徒労に終わってしまう。また，疾病デー

タは診療録から医療情報管理士が拾い上げるが，ま

だ ICD-10に対する医師の理解が十分ではないため，

診療録の作成において必要な情報が漏れる可能性が

指摘されている。

こうした問題に対して，医学生時代から死亡診断

書の書き方や ICD の理解を深めるような教育の必

要性が唱えられている。

さいこに

今回 ICD の改訂に，伝統医学の分類を盛り込む
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という話は唐突に出てきたように感じられるが，医

療というものの拡がり，多様性を考えた場合，必然

的とも考えられる。

そもそも病気とそうでないものの区別も困難に

なってきているのも現実であり，医療行為としての

西洋医学と伝統医療のボーダーもなくなってきてい

る。こうした多様な医療社会を反映する ICD であ

り続けなくてはならないのである。

ICD というのは死因統計の国際比較を目的に作ら

れたという歴史的経緯がある。しかし，時代ととも

に疾病統計や保険請求などに用いられるようになり，

用途が多様化してきている。特に近年の医療のIT

化で扱える情報量が増加した結果，紙ベースの ICD

は限界にきている。

今後 ICD を用いて国際比較をしていく際に，近

代的な IT に対応し得る情報伝達のツールあるいは

分類のツールを作成する必要性と，いまだに紙ベー

スで医療情報をやり取りしている地域への普及，と

いう二面性を併せ持っている。これは地域の多様性

に対応して ICD の普及を考えなくてはならず，

律に統一規格のもので済んだ今までとは異なり，大

きな難題として立ちふさがっている。

上記の 2 つの課題を同時に達成しつつ，どう発展

させていくのかが今後の国際標準としての ICD の

在り方になる。今まさに ICD のあり方が問われて

いるのである。
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